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廿
日
市
市
宮
島
訪
問
税
条
例
は
、
令
和
３
年
３
月

定
例
会
に
お
い
て
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
、
３
月
16

日
公
布
、
７
月
21
日
に
総
務
大
臣
同
意
、
そ
し
て
令

和
５
年
９
月
１
日
施
行
さ
れ
、
同
年
10
月
１
日
か
ら

宮
島
訪
問
税
の
徴
収
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

１　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景
と
経
緯

（
１
）
宮
島
訪
問
税
創
設
の
原
点

宮
島
訪
問
税
創
設
の
原
点
は
、
多
く
の
観
光
客
等

が
宮
島
に
来
訪
す
る
こ
と
に
よ
り
必
要
と
な
る
経
費

に
対
し
、
宮
島
地
域
の
市
税
収
入
は
そ
れ
を
賄
う
に

十
分
で
な
く
、
係
る
経
費
の
多
く
を
廿
日
市
市
の
法

定
普
通
税
で
担
っ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
地
方
固
有

の
一
般
財
源
で
あ
る
地
方
交
付
税
に
お
い
て
も
、
外

部
か
ら
の
来
訪
者
を
基
礎
と
し
た
措
置
が
な
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

（
２
）
経
緯
・
取
組

宮
島
に
係
る
財
源
確
保
策
の
検
討
は
、
十
数
年
前

に
遡
り
ま
す
。

廿
日
市
市
は
、
平
成
17
年
11
月
３
日
に
、
宮
島
町

と
合
併
し
ま
し
た
。

宮
島
は
、
神
の
島
と
し
て
崇
め
慈
し
ま
れ
て
き
た

自
然
と
文
化
・
歴
史
の
ま
ち
で
あ
り
、
国
内
は
も
と

よ
り
国
外
か
ら
も
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
世
界
的

観
光
地
で
す
。

合
併
か
ら
２
年
余
り
が
経
過
し
た
頃
、
市
長
選
挙

の
際
に
入
島
税
導
入
が
浮
上
し
、
こ
れ
を
受
け
る
形

先進・ユニーク条例【解説】

　廿日市市は、「廿日市市宮島訪問税条例」
を制定した（令和３年条例第1号として、令
和３年３月16日公布、令和５年９月１日施
行）。
　本条例では、宮島への訪問者に対して法定
外普通税として「宮島訪問税」を徴収するこ
とを定めている。同税は、宮島まちづくり基
本構想の実現を図り、市民生活と調和のとれ
た宮島の持続可能なまちづくりに活用すると
している。

で
、
平
成
20
年
度
及
び
平
成
27
・
28
年
度
の
２
度
に

わ
た
り
、
宮
島
の
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
の
た
め

の
安
定
的
な
財
源
確
保
策
と
し
て
法
定
外
税
の
導
入

検
討
を
行
い
ま
し
た
。

宮
島
に
係
る
経
費
に
必
要
と
な
る
一
般
財
源
か

ら
、
宮
島
地
域
に
お
け
る
市
税
や
地
方
交
付
税
を
除

い
た
一
般
財
源
は
、
年
間
約
２
・
５
億
円
の
赤
字
を

生
む
構
図
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

合
併
後
、
廿
日
市
市
は
、
各
事
業
や
財
務
、
業
務

の
効
率
化
等
に
よ
る
シ
ナ
ジ
ー
効
果
を
生
み
出
し
て

き
た
も
の
の
、
観
光
客
数
の
増
加
に
よ
っ
て
更
に
加

速
す
る
と
い
う
比
例
関
係
に
あ
る
経
費
負
担
に
対

し
、
市
税
を
充
て
る
こ
と
へ
の
合
理
性
や
将
来
の
市

財
政
に
過
度
な
負
担
と
な
ら
な
い
か
、
ま
た
、
未
来

広島県
廿日市市

廿
日
市
市
宮
島
訪
問
税
条
例

廿
日
市
市
経
営
企
画
部
宮
島
企
画
調
整
課
　
児
玉　

剛
樹
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た
め
、
地
方
税
の
よ
う
に
「
応
益
」
を
根
拠
に
課
税

す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
い
う
整
理
で
す
。

ま
た
、「
と
ん
税
」
を
参
考
に
し
た
１
年
分
を
一

時
に
納
付
す
る
税
率
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た

こ
と
も
大
き
な
成
果
で
し
た
。
年
に
幾
度
と
な
く
、

言
う
ま
で
も
な
く
毎
日
の
よ
う
に
宮
島
を
訪
れ
る
者

に
と
っ
て
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
議
論
の
過

程
で
顔
を
の
ぞ
か
せ
ま
す
。
通
常
考
え
れ
ば
、
税
の

軽
減
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
検
討
過
程
に
お
い
て
「
と

ん
税
」
を
参
考
に
し
た
一
時
納
付
の
立
法
手
法
が
浮

上
し
、
こ
の
課
題
を
一
気
に
解
決
へ
と
導
い
て
く
れ

ま
し
た
。

最
後
ま
で
残
っ
た
議
論
は
、
目
的
税
か
普
通
税
か

と
い
う
税
の
使
途
か
ら
の
区
分
で
し
た
。

訪
問
に
よ
り
発
生
・
増
幅
す
る
行
政
需
要
は
、
特

定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
観
光
客
を
魅
了

す
る
宮
島
の
普
遍
的
価
値
を
引
き
継
ぐ
た
め
の
多
種

多
様
な
一
般
的
行
政
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

応
益
と
し
て
の
目
的
税
で
は
な
く
、
使
途
を
限
定
し

な
い
普
通
税
で
あ
る
べ
き
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、
過
去
２
度
の
検
討
で
の
大
き
な
課
題
の
一

つ
で
あ
っ
た
、
訪
問
に
お
け
る
公
正
で
効
率
的
か
つ

円
滑
な
賦
課
徴
収
の
具
現
化
を
図
る
た
め
に
、
宮
島

訪
問
税
条
例
第
11
条
第
４
項
に
お
い
て
、
市
か
ら
特

別
徴
収
義
務
者
へ
の
協
力
を
規
定
し
、
宮
島
訪
問
税

を
円
滑
に
徴
収
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
パ
ー
ト
ナ
ー

と
し
て
、
共
に
制
度
を
運
用
し
て
い
ま
す
。

に
世
界
遺
産
「
宮
島
」
を
守
り
受
け
継
い
で
い
く
た

め
の
財
源
確
保
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

新
税
導
入
の
検
討
が
繰
り
返
さ
れ
ま
し
た
。

過
去
２
度
に
わ
た
る
検
討
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ

も
法
定
外
目
的
税
と
し
て
、
宮
島
に
入
域
す
る
行
為

を
課
税
客
体
と
し
た
も
の
で
し
た
が
、
そ
れ
故
に
、

宮
島
地
域
の
生
活
者
等
に
対
し
、
応
益
に
基
づ
く
税

を
賦
課
す
る
こ
と
の
合
理
性
や
正
当
性
、
ま
た
、
税

の
公
正
で
効
率
的
な
賦
課
徴
収
を
実
現
す
る
た
め
の

具
体
性
等
の
課
題
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
新

税
創
設
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

３
度
目
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
歴
代
市
長
の
強

い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
新
た
に
宮
島
財
源
確
保

推
進
室
を
組
織
す
る
と
と
も
に
、
令
和
元
年
９
月
に

学
識
経
験
者
や
地
域
経
済
団
体
等
か
ら
な
る
「
宮
島

財
源
確
保
検
討
委
員
会
」
を
設
置
し
ま
し
た
。
同
委

員
会
か
ら
は
、
本
条
例
の
基
と
な
る
、
宮
島
へ
の
多

く
の
観
光
客
等
の
来
訪
に
よ
っ
て
発
生
し
、
又
は
増

幅
す
る
行
政
需
要
へ
の
対
応
に
必
要
な
費
用
の
一
部

に
つ
い
て
、
そ
の
行
政
需
要
を
発
生
・
増
幅
さ
せ
た

原
因
者
に
応
分
の
負
担
を
求
め
る
「
原
因
者
負
担
」

の
考
え
方
に
基
づ
き
、
宮
島
の
住
民
や
通
勤
・
通
学

者
を
除
い
た
訪
問
者
に
税
を
賦
課
す
る
こ
と
、
及
び

税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
旅
客
船
舶
に
よ
る
運

賃
と
併
せ
て
税
を
徴
収
す
る
特
別
徴
収
又
は
個
人
船

等
の
申
告
納
付
と
す
る
こ
と
と
し
た
、
法
定
外
普
通

税
の
案
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
国
や
県
な
ど
関
係
機
関
と
も
協
議
を
重

ね
な
が
ら
税
制
度
の
概
要
を
ま
と
め
、
新
税
の
必
要

性
や
制
度
の
内
容
等
の
市
民
・
議
会
等
へ
の
説
明
、

特
別
徴
収
義
務
者
へ
の
徴
収
方
法
の
個
別
調
整
等
を

行
い
、
多
く
の
方
々
の
理
解
や
協
力
を
得
て
、
念
願

か
な
い
、
令
和
５
年
10
月
１
日
の
宮
島
訪
問
税
徴
収

開
始
へ
と
至
り
ま
し
た
。

こ
こ
ま
で
、
平
成
20
年
度
の
検
討
開
始
か
ら
足
か

け
15
年
間
を
要
し
ま
し
た
。
本
条
例
の
制
定
及
び
徴

収
開
始
は
、
こ
の
過
程
に
関
わ
っ
た
全
て
の
方
々
の

熱
い
想
い
と
努
力
の
結
晶
と
言
え
る
も
の
で
す
。

２　

条
例
の
概
要

本
条
例
は
、
24
条
の
条
文
及
び
附
則
か
ら
成
り
ま

す
が
、
主
な
概
要
は
、
次
ペ
ー
ジ
の
図
表
の
と
お
り

で
す
。

こ
の
体
系
を
構
築
す
る
上
で
最
も
苦
心
し
た
こ
と

は
、
法
定
外
税
の
考
え
方
の
整
理
で
す
。

こ
れ
ま
で
同
様
、
受
益
を
根
拠
と
す
る
法
定
外
税

に
固
執
し
て
い
れ
ば
、
条
例
制
定
ま
で
た
ど
り
着
く

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
、救
世
主
的
に
極
め
て
重
要
な
概
念
と
な
っ

た
の
が
、宮
島
に
お
け
る
財
政
需
要
増
大
の「
原
因
者
」

た
る
訪
問
者
に
課
税
根
拠
の
基
礎
を
置
く
「
原
因
者

課
税
」
と
い
う
、
税
を
負
担
す
る
の
は
訪
問
者
に
限

定
す
る
考
え
方
で
す
。
課
税
の
対
象
と
な
る
訪
問
者

は
一
過
性
で
あ
り
、
常
に
そ
の
地
域
に
存
在
し
な
い
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こ
う
し
た
理
論
、
制
度
な
ど
を
理
解
し
て
も
ら
う

た
め
の
説
明
を
国
・
県
・
地
域
へ
幾
度
と
な
く
繰
り

返
し
た
こ
と
が
印
象
強
く
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。

３　

宮
島
訪
問
税
の
活
用

「
世
界
遺
産
と
い
う
人
類
共
有
の
財
産
で
あ
る
宮

島
の
自
然
と
文
化
・
歴
史
を
守
り
創
造
し
、
未
来
へ

引
き
継
ぎ
、
そ
の
普
遍
的
価
値
を
世
界
へ
発
信
す
る

こ
と
」
は
、
廿
日
市
市
の
使
命
で
す
。

廿
日
市
市
は
、宮
島
の
過
去
と
未
来
を
つ
な
ぐ「
宮

島
１
０
０
年
の
大
計
」
と
し
て
、
宮
島
の
「
あ
る
べ

き
姿
」
の
継
承
と
、
宮
島
の
「
あ
り
た
い
姿
」
の
創

造
の
二
つ
の
理
念
を
示
し
た
「
神
を
い
つ
き
ま
つ
る

島
づ
く
り　

宮
島
ま
ち
づ
く
り
基
本
構
想
」
を
令
和

２
年
に
策
定
し
ま
し
た
。

宮
島
が
今
日
あ
る
の
は
、人
々
の
神
を
斎い

つ
き

祀ま
つ

る
心
、

崇
め
慈
し
む
心
が
、
宮
島
を
大
切
に
守
り
伝
え
て
き

た
か
ら
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
構
想
を
道
標
と
し
て
、
宮
島
に
暮
ら
す
人
、

宮
島
で
働
く
人
、
宮
島
を
訪
れ
る
人
、
宮
島
に
想
い

を
は
せ
る
人
、
こ
れ
ら
宮
島
に
関
わ
る
全
て
の
人
と

行
政
が
一
体
と
な
っ
て
、
宮
島
を
守
り
伝
え
、
発
信

す
る
こ
と
で
、
新
た
な
活
力
を
生
み
出
し
て
い
く
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
令
和
５
年
４
月
18
日
に
は
、
同
年
10
月
１

日
か
ら
の
宮
島
訪
問
税
徴
収
開
始
に
先
駆
け
、
持
続

可
能
な
観
光
地
域
と
し
て
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す

新 設 の 理 由

世界遺産を擁する宮島では、国際観光地としての受け入れ環境の整備が求められ、宮島地域以外の外部からの来訪によって発生・増
幅する行政需要は全国標準を上回る行政サービスとなっている。
厳しい財政状況の中でも引き続き、観光客などの多くの来訪によって発生・増幅する行政需要に対応していくため、宮島訪問税を新設
するもの。

種 類
法定外普通税

徴 収 方 法 特別徴収・申告納付

課 税 客 体 船舶により宮島町の区域に訪問をする行為
※ 訪問とは、宮島町以外の区域（公有水面を除く。）から宮島町の区域（公有水面を除く。）に入域することをいう。

課 税 標 準 船舶により宮島町の区域への訪問をする回数

納 税 義 務 者
訪問者

税 率 n 訪問者が訪問をするごとに１人１回につき１００円
n １年分を一時に納付する場合にあっては、訪問者１人１年ごとに５００円

課 税 免 除
n 未就学児
n 学校に就学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事、活動等に参加している者並びにその引率者及び付添人
n 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は身体障害者手帳を交付されている障がい者

そ の 他 条例の施行後５年ごとに、社会経済情勢等の変化等を勘案し、宮島訪問税に係る制度について検討を加え、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。

訪問者とは、旅客船舶により訪問をする旅客その他の者（旅客船舶の乗員を除く。）又は旅客船舶以外の船舶により訪問をする者で
あって、宮島町の区域の住民その他これに準ずる者として次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 宮島町の区域内にある事務所又は事業所に通勤する者（48時間/月以上の就労があること）
(2) 宮島町の区域内にある学校、保育所等に通う児童、幼児等（48時間/月以上の修学があること）

外部からの来訪によって発生・増幅する行政需要は、必ずしも観光等に限定されることなく多岐にわたるため、普通税で構築しているが、毎年の予
算・決算で宮島訪問税の活用事業を議会に説明する。（ＨＰ等でも広く周知）

全国標準を上回る行政需要

全国標準の行政サービス

全国標準の行政サービス水準

標準的な観光地 全国標準の行政サービスは、標
準税率で課税する法定税によっ
て賄われ、 その財源が不足する
場合には地方交付税による財源
保障が行われます。これが国・
地方の財政システムの基盤と
なっています。

法定外税は、地方独自課税であ
り、全国標準を上回る行政サー
ビスや施策を支えるための財源
として課税するものです。

主な財源
  ・法定税
  ・地方交付税

外部からの来訪によって
発生・増幅する行政需要

主な財源
・法定外税

現在は市民全体で
負担している

（例：観光地に係る経費）
国際的な観光地

=平常時

納税者（宮島を来訪した際）
　・来訪者

納税者
　・廿日市市市民全体

大

小

➢

➢

※月刊「地方税」2013年10月号「法定外税 is dead?」（神奈川大学・青木宗明教授）から要約。イメージ図は、市で加工作成。原因者課税

図表　宮島訪問税の概要

先進・ユニーク条例
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る
、「
千
年
先
も
、
い
つ
く
し
む
。」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
本
格
始
動
さ
せ
ま
し
た
。

宮
島
に
暮
ら
す
人
が
培
っ
て
き
た
「
島
を
慈
し
む

想
い
」
を
、
宮
島
に
関
わ
る
全
て
の
人
と
分
か
ち
合

い
、
島
を
守
る
人
の
環わ

を
拡
げ
、
宮
島
の
ブ
ラ
ン
ド

力
を
高
め
、「
住
ん
で
よ
し
、
訪
れ
て
よ
し
」
の
持
続

可
能
な
地
域
づ
く
り
を
力
強
く
進
め
て
い
き
ま
す
。

宮
島
訪
問
税
は
、
宮
島
ま
ち
づ
く
り
基
本
構
想
の

実
現
を
図
り
、
市
民
生
活
と
調
和
の
と
れ
た
宮
島
の

持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
に
活
用
し
て
い
き
ま
す
。

４　

課
題
と
今
後
の
展
望

私
た
ち
は
、「
宮
島
を
訪
問
す
る
皆
様
か
ら
税
を

徴
収
す
る
」、
こ
の
意
味
を
重
く
受
け
止
め
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
地
域
全
体
と
し
て
訪
問
者
を
迎
え

入
れ
、
こ
の
期
待
に
応
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
訪
問
者
は
、
単
な
る
旅
行
者
・
消
費

者
と
し
て
で
は
な
く
、
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
を

担
う
一
員
と
し
て
、
地
域
と
向
き
合
う
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
。

こ
の
「
原
因
者
負
担
」
の
考
え
方
に
基
づ
く
新
法

定
外
税
の
導
入
・
活
用
は
、
廿
日
市
市
独
自
の
積
極

的
、
前
向
き
な
取
組
で
は
あ
り
ま
す
が
、
持
続
可
能

な
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
一
里
塚
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

訪
問
者
数
は
、
地
政
学
的
影
響
や
疫
学
的
リ
ス
ク

な
ど
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
も
の
で
す
。
宮
島
訪

問
税
に
限
ら
ず
多
様
な
財
源
の
確
保
・
活
用
の
検
討

や
、
廿
日
市
市
独
自
政
策
の
必
要
性
・
課
題
、
さ
ら

に
他
の
既
存
政
策
の
必
要
性
・
課
題
に
つ
い
て
、
常

に
検
証
・
見
直
し
を
真
摯
に
行
っ
て
い
き
ま
す
。

「千年先も、いつくしむ。」ロゴ


